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市報むらかみ お知らせ版

スマホでいつでもどこでも「市報むらかみ」が見られる
「マチイロ」アプリを右のＱＲコードからダウンロード！

やさしさと輝きに満ちた笑顔のまち村上

2020

6 15.

　市では、村上市水道事業および下水道事業の適正な運営を図るため、重要事項の調査や審議を行う委員を公募
します。

募集人数 ２人 委嘱期間 委嘱の日から２年間（年に２～５回程度、会議を開催）
委嘱内容 上下水道料金など市の水道事業および下水道事業の経営に関する事項についての審議
報　　酬 会議１回につき6,300円

応募資格 ・市内在住の満20歳以上の人（令和２年８月１日現在）　・水道の使用者および下水道の受益者
・平日の昼間に開催する会議に出席できる人　　　　　 ・市議会議員または市職員以外の人

応募方法

応募用紙に必要事項を記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。  
①郵　送　〒959−3492　村上市岩船駅前56番地　上下水道課経営企画室　行  
②F A X　66−8101  
③メール　jougesui@city.murakami.lg.jp
④持　参　 上下水道課または村上水道事務所、各支所産業建設課建設管理室
※ 応募要領と応募用紙は、上下水道課および村上水道事務所、各支所産業建設課建設管理室に配置します。

また、市ホームページからもダウンロードできます
募集期間 ７月１日㈬～31日㈮（必着）※郵送の場合は、７月31日㈮消印有効
選考方法 書類選考

そ の 他 提出された書類は返却しません。なお、選出された委員の氏名は、市のホームページなどで公表します。
また、審議会の会議は公開で行われます。

問   申  上下水道課経営企画室（☎66−6192）

 村上市上下水道事業審議会の委員を公募します 

お
知
ら
せ

体
罰
の
な
い
社
会
を 

 
 

実
現
し
ま
し
ょ
う

　

体
罰
は
し
つ
け
の
た
め
に
仕
方
が

な
い
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

　

体
罰
に
よ
り
一
時
的
に
子
ど
も
の

行
動
が
変
わ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
恐
怖
心
な
ど
に
よ
る
行
動
の
変
化

で
す
。

　

し
つ
け
は
子
ど
も
自
身
が
考
え
て

行
動
し
て
い
け
る
よ
う
に
、
保
護
者

や
周
り
の
大
人
が
そ
の
子
ど
も
の
発

達
に
合
わ
せ
、
そ
の
子
ど
も
が
理
解

で
き
る
方
法
（
言
葉
か
け
や
見
本
を

示
す
な
ど
）
で
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

社
会
全
体
で
子
ど
も
や
保
護
者
の

気
持
ち
を
受
け
止
め
、
体
罰
に
よ
ら

な
い
子
育
て
を
応
援
し
、
子
ど
も
た

ち
一
人
一
人
が
健
や
か
に
成
長
、
発

達
し
て
い
け
る
よ
う
見
守
っ
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

問  
こ
ど
も
課
家
庭
児
童
相
談
室 

 
（
☎
53
︲
３
２
０
１
）

新
築
・
増
築
家
屋
の
調
査
を 

 
 

行
い
ま
す

　

市
で
は
、
固
定
資
産
税
の
算
定
の

た
め
、
新
築
ま
た
は
増
築
し
た
家
屋

の
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

該
当
す
る
お
宅
に
は
、
ハ
ガ
キ
な

ど
で
ご
案
内
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

入
居
前
に
調
査
を
希
望
す
る
場
合

や
家
屋
を
取
り
崩
し
た
場
合
は
事

前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い

問  

税
務
課
資
産
税
係
（
市
役
所
本
庁

☎
内
線
２
１
６
１
）
ま
た
は
各

支
所
地
域
振
興
課
市
民
生
活
室

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
密
漁 

 
 

ア
ワ
ビ
や
カ
キ
な
ど
の
密
漁
禁
止

　

ア
ワ
ビ
や
カ
キ
な
ど
の
魚
介
類

は
、
漁
業
者
の
大
切
な
資
源
と
し
て

守
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

市
の
沿
岸
一
帯
に
は
、
漁
業
協
同

組
合
の
漁
業
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る

た
め
、
組
合
員
以
外
の
人
が
ア
ワ
ビ

や
カ
キ
な
ど
を
採
る
と
、
漁
業
権
の

侵
害
と
な
り
罰
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

海
で
の
レ
ジ
ャ
ー
は
、
ル
ー
ル
や

マ
ナ
ー
を
守
っ
て
楽
し
み
ま
し
ょ

う
。

問  

新
潟
漁
業
協
同
組
合 

 

岩
船
港
支
所（
☎
56
︲
７
６
２
１
）

山
北
支
所（
☎
77
︲
３
１
４
１
）

市
報
む
ら
か
み
で
お
知
ら
せ
し
て

い
る
﹁
も
よ
お
し
﹂
や
﹁
各
種
教

室
﹂
な
ど
に
つ
い
て
、
中
止
ま
た

は
延
期
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

参
加
す
る
際
は
主
催
す
る
各
種
団

体
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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〈有料広告〉 〈有料広告〉

も
よ
お
し

瀬
波
温
泉
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

　

瀬
波
温
泉
の
旅
館
や
ホ
テ
ル
、
飲

食
店
、
土
産
物
店
を
利
用
し
て
ス
タ

ン
プ
を
集
め
て
み
ま
せ
ん
か
。
集
め

て
応
募
す
る
と
瀬
波
温
泉
の
宿
泊
割

引
券
や
入
浴
券
が
当
た
り
ま
す
。

● 

と
き
　
通
年

● 

と
こ
ろ
　
瀬
波
温
泉
街

● 

応
募
方
法
　
ス
タ
ン
プ
を
３
つ
集

め
、
岩
船
港
鮮
魚
セ
ン
タ
ー
や
瀬

波
温
泉
観
光
案
内
セ
ン
タ
ー
に
設

置
し
て
い
る
応
募
箱
に
入
れ
て
く

だ
さ
い
。

　

※ 

台
紙
は
参
加
店
に
設
置
し
て
い

ま
す

● 
そ
の
他
　
毎
月
15
日
ご
ろ
に
瀬
波

温
泉
旅
館
協
同
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
前
月
分
の
当
選
者
を
発
表
し

ま
す
。

問  

瀬
波
温
泉
観
光
案
内
セ
ン
タ
ー

（
☎
52
︲
２
６
５
６
）　

講
座・教
室

ア
サ
ー
シ
ョ
ン
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
講
座

　

あ
ら
ゆ
る
場
面
で
人
間
関
係
を
楽

に
し
、
相
手
も
自
分
も
大
切
に
す
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
で
す
。

● 

と
き
　
７
月
24
日
（
金
・
祝
） 

 

午
前
10
時
～
11
時
30
分

● 

と
こ
ろ
　
マ
ナ
ボ
ー
テ
村
上

● 

講
師
　
村
上
市
家
庭
教
育
支
援

チ
ー
ム　

村
上
ｏ
ｈ
ａ
ｎ
ａ
ネ
ッ
ト

渡
辺　

ひ
ろ
み　

氏

● 

対
象
　

　

中
学
生
ま
で
の
子
ど
も
の
保
護
者

● 

定
員
　
15
人
程
度
（
先
着
順
）

● 

参
加
費
　
無
料

● 

申
し
込
み
　
７
月
17
日
㈮
ま
で
に

電
話
、
FAX
ま
た
は
メ
ー
ル
で
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

※ 

託
児
所
（
先
着
６
人
）
が
あ
り

ま
す
の
で
、
利
用
を
希
望
す
る

場
合
は
６
月
30
日
㈫
ま
で
に
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い

問  

申 

村
上
地
区
公
民
館
（
☎ 

53 

︲

５
１
１
１
、
FAX
53
︲
２
９
７
７
、

メ
ー
ル m

an
ab

i@
city.

m
urakam

i.lg.jp

）

下越サポステからのお知らせ

～家族こんだん会に参加してみませんか？～
　子どもの自立や就職に向けて家族ができる支援など
を一緒に考えてみませんか。同じ悩みを抱えている家族
同士で語り合い、関わり方のヒントを探します。

と　　き　 ６月26日㈮、７月31日㈮、９月25日㈮、  
11月27日㈮　午後７時～９時

と こ ろ　瀬波地域コミュニティセンター
対　　象　15～39歳までの家族の就労に悩んでいる人
申し込み　 参加希望日の前日までに電話で申し込んで

ください。
そ の 他　 随時家族からの相談に応じています。お気

軽にお問い合わせください。
問   申   下越サポステ村上常設サテライト （☎50−1553）  

ホームページ  
 （http://kaetsu-saposute.com）

下越サポステ 検索

自衛官
募　集

防衛省では、下記のとおり航空学生、一般曹候補生を募集します。
詳細については、自衛官募集ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
問   自衛隊新潟地方協力本部新発田地域事務所（☎0254−26−5619）

募集種目 資　　　格 第１次試験日 受付期間

航空学生

海上自衛隊：18歳以上23歳未満の人
航空自衛隊：18歳以上21歳未満の人
※ いずれも高等学校を卒業した人、または高専３年次を

修了した人（令和３年３月卒業・修了見込みの人を含む）

９月22日（火・祝） ７月１日㈬～
　９月10日㈭

一般曹候補生 18歳以上33歳未満の人 ９月18日㈮～20日㈰までの
間の指定する日
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家族葬ホールもございます（20名まで）

〈有料広告〉 〈有料広告〉

被
害
な
ど
、
女
性
に
関
す
る
相
談

を
幅
広
く
対
応
し
ま
す
。

● 

相
談
方
法
　
電
話
相
談

● 

電
話
番
号
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

０
５
７
０
︲
０
４
５
５
３
３

問  

新
潟
県
弁
護
士
会 

 

（
☎
０
２
５
︲
２
２
２
︲
５
５
３
３
）

農
地
の
貸
借
を
考
え
て
い
る
人
は 

 
 

ご
相
談
く
だ
さ
い

　

農
地
の
貸
し
借
り
を
す
る
に
は
、

次
の
３
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
貸

し
借
り
を
希
望
す
る
人
は
、
ま
ず
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

①
農
業
委
員
会
の
許
可
に
よ
る
も
の

相
　
談

女
性
の
た
め
の
無
料
相
談
会

　

毎
年
６
月
23
日
～
29
日
は
﹁
男
女

共
同
参
画
週
間
﹂
で
す
。
こ
れ
に
合

わ
せ
、
弁
護
士
に
よ
る
女
性
の
た
め

の
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。
予
約
は

不
要
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま

す
。

● 
と
き
　
６
月
26
日
㈮ 

 
午
前
10
時
～
午
後
４
時

● 

相
談
内
容
　
離
婚
、
Ｄ
Ｖ
被
害
、

セ
ク
ハ
ラ
、
男
女
問
題
、
性
犯
罪

② 

市
の
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ

る
も
の

③
農
地
中
間
管
理
機
構
に
よ
る
も
の

※ 

農
地
中
間
管
理
機
構
を
活
用
し
て

貸
借
を
行
う
場
合
は
、
手
続
き
に

時
間
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

問  

農
業
委
員
会
事
務
局
（
☎
66
︲

６
１
２
０
）
ま
た
は
農
林
水
産

課
農
業
振
興
室
、
各
支
所
産
業

建
設
課
産
業
観
光
室

部
活
動
を
理
由
に
学
区
外
通
学
が

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

村
上
市
立
中
学
校
に
お
け
る
学
区

外
就
学
に
つ
い
て
、
次
の
条
件
を
全

て
満
た
し
た
場
合
、
学
区
外
通
学
を

認
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼ 

就
学
指
定
校
に
希
望
す
る
部
活
動

が
な
い
こ
と
。

▼ 

指
定
学
校
区
の
隣
接
学
校
で
あ
る

こ
と
。（
隣
接
す
る
学
校
区
が
複

数
あ
る
場
合
は
自
宅
か
ら
一
番
近

い
学
校
）

▼ 

小
学
校
在
学
時
に
活
動
実
績
が
あ

る
こ
と
。（
中
学
１
年
生
入
学
時

に
限
る
）

問  

学
校
教
育
課
教
育
総
務
室
（
☎

72
︲
６
８
８
２
）
ま
た
は
各
教

育
事
務
所

税務職員採用試験（令和３年４月採用）

受験資格　① 令和２年４月１日現在で高等学校または中
等教育学校を卒業した日の翌日から起算し
て３年を経過していない人および令和３年
３月までに高等学校または中等教育学校を
卒業見込みの人

　　　　　②人事院が上記①に準ずると認める人

試験の程度　高等学校卒業程度　　

試験日　[第１次試験日] ９月６日㈰
　　　　[第２次試験日]  10月14日㈬～23日㈮までの第

１次合格通知書で指定する日

受験申込期間および方法
▼インターネット申し込み（原則）
　６月22日㈪午前９時～７月１日㈬［受信有効］
　※ 次 の 専 用 ホ ー ム ペ ー ジ へ ア ク セ ス し、 

説明に従い入力してください（http://
www.jinji-shiken.go.jp/juken.html）

　※ インターネット申し込みができない場合は
希望する第１次試験地を所轄する国税局

（国税事務所）へお問い合わせください

問    【インターネットでの申し込みに関すること】  
  人事院人材局試験課  
  （☎03−3581−5311内線2333）  

【その他】  
  関東信越国税局人事第二課試験係  
  （☎048−600−3111内線2097）

村上市３密解消対策応援プロジェクト
事業補助金の下限額を変更しました

　新型コロナウイルス感染症拡大を予防する
ため、事業者が３密解消に向けて対策を講じ
る際に、市が支援する補助金の補助対象を下
限額３万円から２万円に変更しました。詳し
くはお問い合わせください。
問    地域経済振興課経済振興室  

（市役所本庁☎内線3610～3612）
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〈有料広告〉

ス
ポ
ー
ツ

第
12
回　
村
上
市
民
ゴ
ル
フ
大
会

● 

と
き
　
７
月
18
日
㈯ 

 

午
前
８
時
～

● 

と
こ
ろ
　

　

市
営
あ
ら
か
わ
ゴ
ル
フ
場

● 

定
員
　
１
０
０
人
（
先
着
順
）

● 

参
加
費
　
９
０
０
０
円 

 

（
プ
レ
ー
代
、昼
食
代
な
ど
を
含
む
）

問  

申 

７
月
11
日
㈯
ま
で
に
市
営

あ
ら
か
わ
ゴ
ル
フ
場
（
☎
62
︲

１
１
０
０
）
へ

新
潟
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
を 

 
 

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

福
祉
の
職
場
（
高
齢
・
障
が
い
・

児
童
分
野
な
ど
）
に
就
職
し
た
い
人

の
相
談
に
応
じ
、
就
職
の
お
手
伝
い

を
し
て
い
ま
す
。

● 
と
き
　
月
～
金
曜
日

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

　

※
年
末
年
始
・
祝
日
は
除
く

● 

と
こ
ろ
　
新
潟
ユ
ニ
ゾ
ン
プ
ラ
ザ

３
階
（
新
潟
市
中
央
区
上
所
２
︲

２
︲
２
）

● 

そ
の
他
　
相
談
所
で
の
相
談
の
ほ

か
、
希
望
す
る
地
域
へ
伺
う
こ
と

も
で
き
ま
す
。
お
気
軽
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問  

新
潟
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
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　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の
影響で、生活不安やストレスから家庭内の
暴力（児童虐待およびDV）の増加、深刻化
が懸念されています。児童虐待やDVに悩ん
でいる人は、まずは相談してください。秘
密は固く守られます。
相談窓口　
　 児童相談所、女性福祉相談所または村上

市家庭児童相談室・福祉総合相談窓口
全国共通相談ダイヤル
児童相談所
全国共通ダイヤル 1

いち

8
はや

9
く
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問   新潟県福祉保健部子ども家庭課
　　（☎025−280−5926）

申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください。

問   申    企画財政課企画政策室  
（市役所本庁 ☎内線3234）

市報むらかみや市ホームページに 
有料広告を掲載してみませんか？

児童虐待やDVに悩んでいませんか？

自宅でもできる運動で、体を守ろう！
　新型コロナウイルス感染症の影響で、体を動かす機会が少なくなっていませんか？自宅で寝ながら簡単に
できる運動を紹介します。（指導：サンスマイルあらかわ）

①レッグワイパー
あおむけに寝て、 
膝が90度になる
ように足を上げ
ます。

そのままワイパーの
ように左右にひねり
ます。
※ 両肩は床につけ、

上半身を固定させ
てください

そのまま脇腹をつぶ
すように、右、左と
交互に手でかかとを
タッチします。
※ 左右の膝が離れない

ようにしてください

②ヒールタッチ
あおむけに寝て、 
おへそが見える
ように上体を軽
くあげます。
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相 談 日 と こ ろ
定員・その他 問い合わせ

相談時間 申し込み

県弁護士会
法律相談

毎週火曜日 
（祝日・お盆・年末年始を除く）

新潟県弁護士会法律相談センター 
村上相談所（神林支所３階）

定　員：各日５人
相談料：30分 5,000円（税抜き）
※ 市内在住の人で市発行の法律

相談紹介状（チケット）を持
参した場合は無料です。また、
各種制度により相談料が無料
となる場合があります。詳し
くはお問い合わせください

予約・問い合わせ
新潟県弁護士会
　☎025−222−5533

法律相談紹介状（チケット）
市民課生活人権室
　☎53−2111（内線2232）

午前10時15分～午後０時45分 
（１人30分間）

相談日の前日午後４時までに 
予約が必要です。

県弁護士会
交通事故相談

毎週火曜日 
（祝日・お盆・年末年始を除く）

新潟県弁護士会法律相談センター 
村上相談所（神林支所３階） 定　員：各日５人

相談料：無料（１人５回まで）

予約・問い合わせ
新潟県弁護士会
　☎025−222−5533午後１時45分～４時15分 

（１人30分間）
相談日の前日午後４時までに 

予約が必要です。

出張年金相談
８日㈬・22日㈬ 市役所本庁４階大会議室

直接、新発田年金事務所へ申
し込んでください。

新発田年金事務所
　☎0254−23−2128午前10時～午後３時 相談日の前日までに 

連絡してください。

生活習慣病
相談会

14日㈫ 市役所本庁２階福祉課相談室

保健師または栄養士が相談に
応じます。お気軽にご相談く
ださい。

保健医療課健康支援室
　☎53−2111（内線2441）

午前９時30分～11時30分 相談日の前日までに 
連絡してください。

こころと身体の 
何でも相談

21日㈫ 市役所本庁２階福祉課相談室

午前９時30分～11時30分 相談日の前日までに 
連絡してください。

高齢者の 
総合相談

毎週月～金曜日 市役所本庁または各支所 保健師または社会福祉士など
が相談に応じます。お気軽に
ご相談ください。

地域包括支援センター
　☎53−2111（内線3432）
または各支所地域振興課
地域福祉室

午前８時30分～午後５時15分 相談日の３日前までに 
連絡してください。

人権相談
25日㈯ クリエート村上１階第１会議室 人権擁護委員が相談に応じま

す。相談は無料で、秘密は固
く守られます。

新潟地方法務局村上支局
　☎53−2390午前９時～正午 予約は不要です。 

直接会場へお越しください。

若者の就労に
関する相談

毎週月～金曜日 
（祝日・第２金曜日を除く）

瀬波地域コミュニティ 
センター２階 対　象： 15 ～49歳までの 

お仕事をしていない人

相談料：無料

下越地域若者サポートステー
ション　村上常設サテライト
　☎50−1553午前10時～午後５時 相談日の前日までに 

連絡してください。

7月の各種相談
一人で悩まないで、
まずは相談してみて。

と　こ　ろ 相　談　日 相談時間 問い合わせ

村上地域 市役所本庁 
２階福祉課相談室

１日㈬・８日㈬・15日㈬・
22日㈬

午前10時～正午 
午後１時～３時

社会福祉協議会
　生活支援課　☎62−7756
　村上支所　　☎53−3467 
　荒川支所　　☎50−5120 
　神林支所　　☎60−1888 
　朝日支所　　☎75−5650 
　山北支所　　☎77−3283

荒川地域 荒川支所 
３階第３会議室 ８日㈬ 午前10時～午後３時

神林地域 神林支所 
１階第２会議室

６日㈪・13日㈪・20日㈪・
27日㈪ 午前10時～午後３時

朝日地域 朝日支所 
１階相談室

１日㈬・８日㈬・15日㈬・
22日㈬・29日㈬

午前10時～正午 
午後１時～３時

山北地域 ゆり花会館 21日㈫ 午前９時～正午

7月の心配ごと相談日

各種相談や心配ごと相談を利用する皆さんへ
　新型コロナウイルス感染症対策として、相談する本人およびその家族に、発熱や風邪、強いだるさなどの症状が
あるときは、相談をお断りさせていただく場合があります。
　また、相談する際は、マスク着用や消毒の実施のお願い、３つの密（密閉、密集、密接）を避けるため、窓など
を開けたままで相談を受ける場合があります。感染予防対策にご理解とご協力をお願いします。
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特別定額給付金の申請期限は令和２年８月11日㈫まで
　市では、５月11日に受給対象者へ申請書をお送りしました。申請がまだ済んでいない人は、申請書に必要
事項をご記入の上、給付金の申請手続きを行ってください。なお、申請書が届いていない場合は、至急お問
い合わせください。

給付対象者および受給権者
給付対象者：基準日（令和２年４月27日）において、村上市の住民基本台帳に記録されている人
受 給 権 者：給付対象者の属する世帯の世帯主

給付額および給付方法
給 付 額：給付対象者１人につき、10万円
給付方法：申請受付からおおむね１週間程度で、申請者（世帯主）の本人名義の銀行口座に振り込まれます

申請受付期限　令和２年８月11日㈫

申請方法および必要なもの
○郵送申請
　申 請 方 法： 申請書に、記載例を参考に必要事項を記入し、返信用封筒に入れて、お近くのポストに投

函してください。
　必要なもの： 「①申請書」、「②本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなどのいずれかの写し）」、

「③振込先口座確認書類（通帳やキャッシュカードの写し）」

○オンライン申請
　申 請 方 法： マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類

をアップロードし、電子申請をしてください。
　必要なもの：「①マイナンバーカード」、「②振込先口座確認書類」

問   村上市コールセンター（☎75−5771）
市公式ホームページ

特別定額給付金

軽自動車税（種別割）の
減免申請期限を延長します

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点か
ら、窓口の混雑を緩和するため、障害者手帳の交
付を受けている人の軽自動車税（種別割）の減免
申請期限を延長します。

対　　象　 障害者手帳の交付を受け、一定の等級
に該当する人

申請期限　６月30日㈫

持 ち 物　 減免申請書、障害者手帳、運転免許証、
自動車検査証、印鑑、軽自動車税（種
別割）納税通知書、マイナンバーカード

そ の 他　 この期限延長の措置は、軽自動車税（種
別割）の納期限を延長するものではあ
りません。

問   申   税務課収納対策室（市役所本庁☎内線2132）
または各支所地域振興課市民生活室

国税（法人税、所得税、消費税など）の
納税を猶予する特例制度について

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業
などに係る収入に相当の減少があった人は、国税

（法人税、所得税、消費税など）の納税を猶予す
ることができます。納税の猶予に当たっては、担
保の提供は不要で、延滞税もかかりません。

猶予期限　１年間

対　　象　要件を全て満たす個人および法人

要　　件　① 令和２年２月以降の任意の期間（１
カ月以上）において、事業などに係
る収入が前年同期に比べておおむね
20％以上減少していること

　　　　　② 一時に納付が困難であること

そ の 他　 上記の要件を全て満たさない場合でも
猶予を受けられる場合がありますので、
詳しくはお問い合わせください。

問   申   村上税務署（☎53−3141）


